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嬉野市農業委員会 
 



第７期嬉野市農業委員会 第 14 回定例総会議決一覧 

議案番号 整理番号 件名 議決日 議決結果 

議案第 1 号  農用地利用集積計画の解約について   

 1 岩屋川内大久保       外 2 筆 R7. 9. 2 承 認 

 2 岩屋川内藤ノ川 R7. 9. 2 承 認 

 3 岩屋川内上平        外 1 筆 R7. 9. 2 承 認 

 4 久間後山          外 3 筆 R7. 9. 2 承 認 

 5 久間後山 R7. 9. 2 承 認 

 6 岩屋川内大多布       外 30 筆 R7. 9. 2 承 認 

 7 不動山矢頭代        外 1 筆 R7. 9. 2 承 認 

 8 岩屋川内島ノ元       外 1 筆 R7. 9. 2 承 認 

 9 岩屋川内祭代        R7. 9. 2 承 認 

 10 岩屋川内春田        外 4 筆 R7. 9. 2 承 認 

 11 久間北目          外 2 筆 R7. 9. 2 承 認 

 12 岩屋川内祭代        外 1 筆 R7. 9. 2 承 認 

 13 岩屋川内藤ノ川       外 1 筆 R7. 9. 2 承 認 

     

議案第 2 号  農用地利用集積等促進計画案について   

  賃借権設定（中間管理機構）   

 1～86 
五町田立割 外 239 筆 

 賃貸借権・使用貸借権 
R7. 9. 2 承 認 

     

議案第 3 号  農地法第３条の規定による申請の許可について   

 1 岩屋川内大久保 外 4 筆  売買 R7. 9. 2 許 可 

 2 下野二本椎     売買 R7. 9. 2 許 可 

 3  久間二本松   外 5 筆  贈与 R7. 9. 2 許 可 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4  岩屋川内祭代   売買 R7. 9. 2 許 可 

 5  岩屋川内島ノ元  外 1 筆  売買 R7. 9. 2 許 可 

 6  岩屋川内春田   外 6 筆  売買 R7. 9. 2 許 可 

 7  久間大道     外 4 筆  売買 R7. 9. 2 許 可 

 8  久間北目     売買 R7. 9. 2 許 可 

     

議案第 4 号  農地法第４条の規定による申請の承認について   

 1 真崎大牟田東  一般住宅 R7. 9. 2 承 認 

     

議案第 5 号  農地法第５条の規定による申請の承認について   

 1 馬場下四本松  一般住宅 R7. 9. 2 承 認 

 2 馬場下四本松  特定建築条件付売買予定地 R7. 9. 2 承 認 

 3  下宿二本松   外 1 筆  店舗及び駐車場 R7. 9. 2 承 認 

 4  下宿      一般住宅【近隣商業地域】 R7. 9. 2 承 認 

     

議案第 6 号  
農地転用許可後の事業計画変更及び農地法第５

条の規定による申請の承認について 
  

 1 下野二本椎 宅地分譲・事業計画区域の拡大 R7. 9. 2 承 認 

            



  第７期嬉野市農業委員会 第 14 回定例総会議事録 

 

 

１ 招集年月 日  令和 7 年 9 月 2 日 

 

２ 招 集 場 所  嬉野市中央公民館 ２階 視聴覚室 

 

３ 開 会 日 時  開会  ９月２日 午後１時３０分 議長 石橋 勇市 
    及 び 宣 告  閉会  ９月２日 午後２時５７分 議長 石橋 勇市 

 

４ 会議の公開の  公開 

  可否・理 由  農業委員会等に関する法律第 32 条 

 

５ 出席及び欠席委員並びに職員 

（農業委員） 

議席 氏  名 出欠 備   考 議席 氏名 出欠 備   考 

会長 石橋 勇市 〇 議   長 ７ 田中 嘉靖 〇  

１ 嬉野 奉文 〇  ８ 永尾 智子 〇  

２ 吉田 正幸 ○ 憲 章 朗 読 ９ 中村 法嗣 〇 事前審査班長 

３ 織田 伊津子 ○  １０ 峰松 善継 〇  

４ 前田 安一 ○  １１ 辻 知子 ○  

５ 志田 義信 ○ 議事録署名 １２ 峰 正已 ○  

６ 梶原 文雄 ○ 議事録署名  

（事 務 局） 

氏    名 出欠 備    考 氏    名 出欠 備    考 

大 曲  ○ 局 長 永 田 ○ 主 査 

西 田 ○ 主 任 中 山 ×  

 

農業委員会以外の出席者：農業政策課 主任 東  

 



６ 報 告 

報告第 号                         ・・・・・   ０件 

 

７ 議 案 

 

 議案第１号 農用地利用集積計画の解約について ・・・・・・・・・・・・・ １３件 

議案第２号 農用地利用集積等促進計画案について ・・・・・・・・・・・・  別添 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について ・・・・・・・・  ８件 

議案第４号 農地法第４条の規定による申請の許可について ・・・・・・・・  １件 

議案第５号 農地法第５条の規定による申請の承認について ・・・・・・・・  ４件 

議案第６号 農地転用許可後の事業計画変更及び 

農地法第５条の規定による申請の承認について ・・・・・・・・  １件 

 

８ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



局  長  それでは、定刻になりました。 

      本日は、欠席者もなく全員出席のため、定足数に達しておりますので石橋会長

の御挨拶の後、議長の開会宣告をお願いいたします 
 

会  長  （挨拶等）皆さんこんにちは、山間部は稲刈り等も始まり農繁期になりますが、

今月は農業委員・推進委員の研修会もありますので参加をお願いします。私

も忙しかったのですが、農業会議の方から依頼されて講師をする事になりま

したので、気を引き締め望んでいきたいと思います。 

      本日の農業委員会憲章の朗読は、議席番号 2番 吉田 正幸委員にお願いします。  

      全員、御起立ください。  

       （当番委員の発声）・・・全員で唱和 

      御着席ください。 
 

議  長  それでは、ただ今から、第７期嬉野市農業委員会第 14 回定例総会を開会いた 

します。本日の議題は、報告 0 件、議案 113 件で、審議事項は 113 件です。 

本日の議事録署名委員は、議席番号 5 番 志田 義信 委員と 6 番 梶原 文雄 

委員 を指名します。よろしくお願いします。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  それでは、議案第１号 農用地利用集積計画の解約について を議題とします。

皆さんに、お諮りします。 

農用地利用集積計画の解約について 整理番号 1 番から 13 番までについて、  

一括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。農用地利用集積計画の解約について 整理番号 1 番か

ら 13 番までについて 事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書 1 ページ から、3 ページ をご覧ください。 

農用地利用集積計画の解約分 整理番号 1 番から 13 番までについて です。 

貸し手人は 温泉 4 区 の  ○○ ○○ 様、外 6 名様、 

借り手人は 井手川内 の  ○○ ○○  様、外 10 名様です。 

所在地は、大字 岩屋川内 大久保 甲○○番 外 58 筆、 

地目は田・畑で、面積は田が 9,180.38 ㎡、畑が 49,252.82 ㎡、 

合計で 58,433.20 ㎡です。 

利用権区分は使用
し よ う

貸借権
たいしゃくけん

・賃借権
ちんしゃくけん

で、目的は米･茶です。 

      期間は平成 19 年 9 月 3 日から令和 16 年 12 月 1 日まで で、 

      解約理由は、備考欄に記載されているとおりです。 

      なお､合意解約及び 18 条合意解約をした旨の通知を受けております、以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 



委  員   （質問等）な し 

 

事 務 局   （回答等）な し 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号 1 番から 13 番については、原

案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について 整理

番号 1 番から 13 番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  それでは、（議案書 別添の表）議案第 2 号 農用地利用集積等促進計画案に

ついて、を議題とします。 

       皆さんに、お諮りします。 

貸借
たいしゃく

権
けん

設定について、申請番号 1 番から 86 番までについて、 一括審議し

たいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。貸借権
たいしゃくけん

設定について、申請番号 1 番から 86 番までに

ついて 農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表 1 ページから 19 ベージをご覧ください。 

貸借権
たいしゃくけん

設定について、申請番号 1 番から 86 番までについてです。 

貸し手人は 塩田町大字真崎○○番地  の ○○ ○○ 様、外 84 名様 

借り手人は 塩田町大字真崎○○番地  の ○○ ○○ 様､外 18 名様です。 

所在地は、大字五町田 立割 甲○○番 外 239 筆、 

地目は田・畑で、面積は田が 447,526 ㎡、畑が 20,425 ㎡、 

田畑の合計で 467,951 ㎡です。 

利用権は、賃貸借権
ちんたいしゃくけん

・使用貸借権
たいしゃくけん

で、期間は令和 7 年 11 月 1 日から令和 17

年 10 月 31 日までです。 

県の公告は令和 7 年 10 月 31 日の予定です。 

公益社団法人 佐賀県農業公社 が転貸人
てんたいにん

であります。 

計画内容については、法で定められる各要件を満たしています。以上です。 



議  長  それでは、貸借権
たいしゃくけん

設定について、申請番号 1 番から 86 番までについて、質

疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   （質問等）嬉野委員～ 米価高騰や備蓄米の放出など米を取り巻く環境が厳

し中、そもそも市の農地面積はどれくらいあるのでしょうか 

農業政策課   （回答等）作付け面積で言いますと田は 767ha になっています。 

委  員   （質問等）嬉野委員～ 米の作付け面積は増やさないのですか。 

農業政策課   （回答等）前年の 710ha より 767ha に増やしております。 

委  員   （質問等）嬉野委員～ 急に増やすとしても、休耕田など直ぐに作付け出来

ないのではないでしょうか。 

農業政策課   （回答等）山間部は猪被害もあるので困難な場所がある事は認識しています。 

委  員   （質問等）前田委員～ 水田に係る補助はあるのでしょうか 

農業政策課   （回答等）現在、国の概算要求中となっています 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。貸借権
たいしゃくけん

設定について、申請番号 1 番か

ら 86 番までについて、原案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手

をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 1 号  農用地利用集積等促進計画案について 貸借権
たいしゃくけん

設定 につい

て、申請番号 1 番から 86 番までについては、原案のとおり承認することに決

定しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  次に、議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書 5 ページ、整理番号 1 番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 温泉 4 区 の ○○ ○○ 様  

      譲受人は 井手川内 の ○○ ○○ 様、 

      所在地は、大字 岩屋川内 大久保 甲○○番 外 4筆 

地目はすべて畑で、面積は合計で 7,143 ㎡です。 

譲渡理由は農業廃止のため、譲受理由は経営規模の拡大です。 



売買価格は、反当たり 167,997 円、全体で 1,200,000 円です。 

図面は 8 ページから 11 ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号 1 番について、質疑を行ないます。質問、意見はありま

せんか。 

委  員   （質問等）な し 

 

事 務 局   （回答等）な し 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号 1 番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 3 号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号 1 番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 井手川内 の ○○ ○○ 様、 

      譲受人は 井手川内 の ○○ ○○  様、 

      所在地は、大字 下野 二本椎 甲○○番   

地目は田(現況:畑)で、面積は 95 ㎡です。 

譲渡理由は農業廃止のため、譲受理由は経営規模の拡大です。 

売買価格は、反当たり 105,263 円、全体で 10,000 円です。 

図面は 12 ページから 13 ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号２番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員   （質問等）嬉野委員～ 本案件は佐賀県農業公社を介したのですか。 

 

事 務 局   （回答等）取引金額が安価なため、佐賀県農業公社を介してはいません。 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 



議  長  異議無しと認めます。 

議案第 3 号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号２番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番、贈与による所有権の移転です。 

      譲渡人は 埼玉県蓮田市 の ○○ ○○ 様  

      譲受人は 伊万里市 の ○○ ○○ 様、 

      所在地は、大字 久間 二本松 甲○○番○ 外 5筆、  

地目は田・畑で、面積は田が 584 ㎡、畑が 358 ㎡、 

合計で 942 ㎡です。 

譲渡及び譲受理由は 兄妹間の贈与 です。 

図面は 14 ページから 15 ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号 3 番について、質疑を行ないます。質問、意見はありま

せんか。 

委  員   （質問等）な し 

 

事 務 局   （回答等）な し 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号 3 番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 3 号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号 3 番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番、売買 による所有権の移転です。 

      譲渡人は 三 坂 の ○○ ○○ 様  

      譲受人は 上岩屋 の ○○ ○○ 様、 

      所在地は、大字 岩屋川内 祭代 乙○○番 

地目は畑で、面積は 866 ㎡です。 

譲渡理由は農業廃止のため、譲受理由は経営規模の拡大です。 

売買価格は、反当たり 50,808 円、全体で 44,000 円です。 

図面は 16 ページから 17 ページをご覧ください。以上です。 



議  長  それでは、整理番号 4 番について、質疑を行ないます。質問、意見はありま

せんか。 

委  員   （質問等）な し 

 

事 務 局   （回答等）な し 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号 4 番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 3 号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号 4 番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号５番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号５番、売買 による所有権の移転です。 

      譲渡人は 三 坂 の ○○ ○○ 様  

      譲受人は 上岩屋 の ○○ ○○ 様、 

      所在地は、大字 岩屋川内 島ノ元 甲○○番 外 1筆、  

地目はすべて田で、面積は合計で 840 ㎡です。 

譲渡理由は農業廃止のため、譲受理由は経営規模の拡大です。 

売買価格は、反当たり 141,549 円、全体で 118,901 円です。 

図面は 18 ページから 19 ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号５番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員   （質問等）な し 

 

事 務 局   （回答等）な し 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号５番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 3 号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号５番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号 6 番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号 6 番、売買 による所有権の移転です。 

      譲渡人は 三 坂 の ○○ ○○ 様  

      譲受人は 上岩屋 の ○○ ○○ 様、 

      所在地は、大字 岩屋川内 春田 乙○○番 外 6筆、  

地目は田・畑で、面積は田が 726 ㎡、畑が 4,356 ㎡、 

合計で 5,082 ㎡です。 

譲渡理由は農業廃止のため、譲受理由は経営規模の拡大です。 

売買価格は、反当たり 52,027 円、全体で 264,401 円です。 

図面は 20 ページから 23 ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号 6 番について、質疑を行ないます。質問、意見はありま

せんか。 

委  員   （質問等）前田委員～ 譲渡人の方の職業と年齢はどのくらいですか。 

 

事 務 局   （回答等）左官工の方で 70 代です。現在、当該農地を借りて耕作されてお

り、この方が買い取られます。 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号 6 番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 3 号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号 6 番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号 7 番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号 7 番、売買 による所有権の移転です。 

      譲渡人は 佐賀市 の ○○ ○○ 様 外 2 名 

      譲受人は 北下久間 の ○○ ○○ 様、外 1 名 

      所在地は、大字 久間 大道 乙○○番 外 4筆、  

地目は田・畑で、面積は田が 3,207 ㎡、畑が 218 ㎡、 

合計で 3,425 ㎡です。 

譲渡理由は農業廃止のため、譲受理由は経営規模の拡大です。 

売買価格は、反当たり 14,598 円、全体で 50,000 円です。 

図面は 24 ページから 27 ページをご覧ください。以上です。 



議  長  それでは、整理番号 7 番について、質疑を行ないます。質問、意見はありま

せんか。 

委  員   （質問等）前田委員～ 実際に農業をされるのですか。 

 

事 務 局   （回答等）移住をされて営農されています。 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号 7 番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 3 号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号 7 番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号 8 番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書 7 ページ、整理番号 8 番、売買 による所有権の移転です。 

      譲渡人は 横浜市 の ○○ ○○ 様  

      譲受人は 北下久間 の ○○ ○○ 様、外 1 名 

      所在地は、大字 久間 北目 乙○○番、  

地目は田で、面積は 1,267 ㎡です。 

譲渡理由は農業廃止のため、譲受理由は経営規模の拡大です。 

売買価格は、反当たり 7,893 円、全体で 10,000 円です。 

図面は 28 ページから 29 ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号 8 番について、質疑を行ないます。質問、意見はありま

せんか。 

委  員   （質問等）な し 

 

事 務 局   （回答等）な し 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号 8 番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 3 号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号 8 番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 



＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  次に、議案第 4 号 農地法第４条の規定による申請の承認について を議題

とします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  この案件は、本来 5 条で申請されていましたが、諸事情により、農地法第４条

の規定による申請に変更となります。 

      【経過の説明】～事務局より経緯の詳細を説明。 

  議案書 30 ページ、整理番号 1 番です。 

      申請人は 大牟田  の ○○ ○○ 様、 

所在地は、大字 真崎 大牟田東 ○○番、 

地目は畑で、面積は 260 ㎡です。 

農地区分は第 1 種農地、用途目的は一般住宅です。 

事由は、現在の住居は子と同居しておりますが、家屋の老朽化や日常生活の利

便性及び介護の負担を軽減するために、当該地に専用住宅を建築するため転用

したい ということです。 

東西北は宅地、南は水路 です。 

      図面は 36 ページから 37 ページ､写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  織田委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当   （説明等）この場所は申請人の敷地内になります。昔、キュウリを栽培され

ており、対象地は作業場としての用途にも供されていましたが、現在は耕作

されていません。今回の申請においては、特に問題ないものと判断します。 

 

議  長  中村班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長   （事前審査の結果報告等）雨水は既設の水路に流すという事と、近隣にも障

害になるようなこともないため、問題はないと思います。 

 

議  長   それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   （質問等）石橋会長～ この住宅は農業集落排水の接続なのか、合併浄化槽

なのかお伺いしたい。 

事 務 局   （説明等）本来ならば農業集落排水のエリアですが、既設の繋ぎ込みについ

ての流量や容量等の関係で、経費比較をした結果、合併浄化槽の設置計画と

なっています。 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号 1 番について、原案のとおり

許可相当とすることに異議の無い委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 



議  長  異議無しと認めます。 

議案第 4 号 整理番号 1 番については、農地法第４条の規定による申請の承

認に変えて、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  次に、議案第 5 号 農地法第５条の規定による申請の承認について 

を議題とします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書 30 ページ、整理番号１番です。 

譲渡人は  五町田第 5 の ○○ ○○ 様、 

譲受人は  町   分 の ○○ ○○ 様、 

所在地は、大字 馬場下 四本松 甲○○番 

地目は田で、面積は 292 ㎡です。 

農地区分は第 2 種農地、用途目的は一般住宅です。 

事由は、実家敷地(町分)の一部に新居を建築する計画であったが、ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ

の浸水区域であり断念。実家との距離も近く交通量も少ない申請地に一般住宅

用地として転用したい ということです。 

東は道路・雑種地、西は田・雑種地、南は雑種地、北は田・道路です。 

売買価格は、反当たり 2,054,795 円、全体で 600,000 円です。 

図面は 32 ページから 33 ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  前田委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当   （説明等）現場は保育園の前になり、申請者の思い入れもあるためこの場所   

を購入して家を建てたいとの事です。施工については若干盛土をして全体

としては４区画くらい造成される計画です。排水ですが地域の情勢をよく

考慮した上で排水計画をされており、溜桝なども施工され大雨時の対策も

されていると聞いています。 

 

議  長  中村班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長   （事前審査の結果報告等）排水計画は気になりますが、計画書をもって近隣

同意も取られているとの事で、問題ないのではと判断しました。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   （質問等）田中推進委員～ 場所をもう一度説明して下さい。それと水害地

帯なので地元は納得しているのですか。 

地域担当・班長   （回答等）場所は○○から入った左側の所です。 

事 務 局   （説明等）水害地帯でもあるため、より慎重な計画をされています。この排

水計画も地元の要望に沿った設定になっています。 



委  員   （質問等）嬉野委員～ 溜桝の図面はありますか。 

事 務 局   （説明等）今、手元にはありませんが設計士が排水計画も考慮して設計され

ています。 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 5 号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号 2 番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号 2 番です。 

譲渡人は  牛 坂 の ○○ ○○ 様、 

譲受人は  福岡市 の 株式会社 ○○ 様、 

所在地は、大字 馬場下 四本松 甲○○番、 

地目は田で、面積は 574 ㎡です。 

農地区分は第 2 種農地、用途目的は特定建築条件付売買予定地です。 

事由は、嬉野市塩田町内で当社で新築住宅建築のための住宅用地を探してい

ました。当該地は県道沿いで見通しが良く利便性が高いため、住宅需要がある

と考え、特定建築条件付売買予定地として転用したい ということです。 

東は田・道路、西は里道・雑種地、南は雑種地・田、北は里道・道路 です。 

売買価格は、反当たり 1,742,160 円、全体で 1,000,000 円です。 

図面は 34 ページから 35 ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  前田委員 地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当   （説明等）現場は３棟の住宅が建つ計画をされているみたいです。仲介はエ

イコーが入っていらっしゃいます。埋め立てを行い排水計画も適正になされ

るので問題はないと思いますが、豪雨災害時の上流からの流れ込みが気にな

るところです。 

 

議  長  中村班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長   （事前審査の結果報告等）先ほど協議した隣の案件になると思いますが、溜

桝を作ってコルゲート管で流すことになると思います。また下水は下水管に

流すので、その件については問題ないと思います。しかし気になるところも

ございますが、近隣同意なども取れているとの事なので良いのではと思って



おります。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   （質問等）前田委員～ 溜桝があまりにも大きい計画ですが、どうしてなの

でしょうか。また、維持管理については、どうなのですか。 

 

事 務 局   （説明等）設計会社が流量等を計算して、その溜桝が必要と判断されていま

す。なお、維持管理の対策も講じてあると認識しています。 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号 2 番については、原案のとお

り許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 5 号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号 2 番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号 3 番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号 3 番です。 

貸付人は  今 寺 の ○○ ○○ 様、 

借受人は  新潟市 の 株式会社 ○○ 様、 

所在地は、大字 下宿 二本松 甲○○番 外 1 筆 

地目はすべて田で、面積は合計で 4,139 ㎡です。 

農地区分は第 3 種農地、用途目的は店舗及び駐車場です。 

事由は、新潟県で農業資材・工具等の販売を行う会社法人ですが、今回嬉野市

に出店する計画で、当該地は国道に面して交通量が多く集客が見込めるため、

店舗・駐車場として転用したい ということです。 

東は宅地・道路・田、西南は田・道路、北は道路・宅地です。 

賃借料は、非公開となっており、賃貸借契約書の写しにも諸事情により全国通

例で金額箇所は消させて頂いているとの事です。 

図面は 38 ページから 39 ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  嬉野委員 ､地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当   （説明等）ここは用途地域内でもあり、隣接地は商業施設であります。住環

境にも抵触はせず利便性も良いため問題ないと思いますので、審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 



議  長  中村班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長   （事前審査の結果報告等）田が２筆ありまして、狭い方を駐車場にするとい

うことです。田の横の水路ですが、周辺の耕作者と同意の上、用排水計画を

されています。但し、日照権が気になるところですが、地権者同意がなされ

ているとの事なので問題なしと判断しました。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   （質問等）な し 

 

地域担当・班長   （回答等）な し 

 

事 務 局   （説明等）な し 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号 3 番については、原案のとお

り許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 5 号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号 3 番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号 4 番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書 31 ページ、整理番号 4 番です。 

譲渡人は  温泉 3 区 の ○○ ○○ 様、 

譲受人は  温泉 4 区 の ○○ ○○ 様、 

所在地は、大字 下宿 乙○○番 外１筆 

地目は宅地(現況:畑)･畑で、面積は合計で 436.74 ㎡です。 

農地区分は第 3 種農地、【近隣商業地域】 

用途目的は一般住宅です。 

事由は、現在、借家住まいであり、一戸建住宅を建築するため、申請地を転

用したい ということです。 

東南は宅地・道路、西北は宅地 です。 

売買価格は、反当たり 42,347,850 円、全体で 18,495,000 円です。 

図面は 40 ページから 41 ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 



議  長  嬉野委員 地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当   （説明等）ここは宅地分譲地としての第七土地区画整理地域です。よって一

般住宅の申請は問題ないと思います。もちろんここは公共下水道も整備され

ていますのでご審議の方をよろしくお願いいたします。 

 

議  長  中村班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長   （事前審査の結果報告等）地域委員が言われる通りですが、近隣も住宅が建

っていますし、下水管もあるため問題ないと思います。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   （質問等）な し 

 

地域担当・班長   （回答等）な し 

 

事 務 局   （説明等）な し 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号 4 番については、原案のとお

り許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 5 号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号 4 番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  次に、議案第 6 号 農地転用許可後の事業計画変更及び農地法第５条の規定

による申請の承認について 

を議題とします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書 42 ページ、整理番号１番です。 

譲渡人は  井手川内 の ○○ ○○ 様、 

譲受人は  井手川内 の 株式会社 ○○ 様、 

所在地は、大字 下野 二本
に ほ ん

椎
しい

 甲○○番 

地目は畑で、面積は 6.22 ㎡です。 

農地区分は第 3 種農地、第二種中高層住居専用地域 となります。 

用途目的は宅地分譲、変更内容は事業計画区域の拡大です。 

事由は、令和 4 年 5 月 23 日付、宅地分譲にて転用許可をうけた土地を、当初



計画図のとおり造成を行っていましたが、申請地の擁壁を隣接境界で止めると

ころを、誤って隣地内に築造してしまいました。事業計画変更により農地法第 5

条申請も追加で行うものです。 

東は宅地・道路、西は田・畑・宅地、南は里道・畑、北は宅地・里道です。 

※今回申請地の甲○○番(畑)と、甲○○番(宅地)及び甲○○番(宅地)との相互間

の交換となります。 

図面は 43 ページから 46 ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  嬉野委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当   （説明等）ここも用途地域内の宅地分譲地内で、以前、許可を受けていた関

係で、本案件を慎重に県と協議を重ねた結果が、先ほど事務局から報告があった

とおりとなりますので、委員の皆様の審議をお願いいたします。 

 

議  長  中村班長、審査結果の報告をお願いします。 

班  長   （事前審査の結果報告等）現地を確認しましたが、P44 にあるように計画ど

おり施工していたら問題がない案件でしたが、工事がしにくいので隣の方と

協議してこのような状況に陥ったとの経緯がありますので、この方法しかな

いのではと判断しました。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   （質問等）な し 

 

地域担当・班長   （回答等）な し 

 

事 務 局   （説明等）な し 

 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第 6 号 農地転用許可後の事業計画変更及び農地法第５条の規定による

申請の承認について 整理番号１番については、原案のとおり許可相当と、県

に副申することに決定しました。 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  以上で、本総会に提出された案件の審議、採決など、全て終了いたしました。 



お諮りします。委員会として協議すべき案件がありましたら、この場で協議し 

たいと思います。委員の皆さん、何かありませんか。 

委  員  前田委員～ 農事法人で耕作していた農地を耕作者本人が作りたいといわれ

ている。場所も法人が耕作している真ん中にあたるため、農作業上お互い支障

をきたすため苦慮している。何か良い方法がないでしょうか。 

事 務 局  回  答～ 本来、自身の農地は自身が耕作するのが原則なので、再度協議が

必要とおもいます。 

議  長  それでは、会議を閉じます。 

第７期嬉野市農業委員会第 14 回定例総会を閉会します。 

 

（ 午後  ２時 ５７分 閉会 ） 

議  長  それでは、その他の事項について、事務局説明をお願いします。 

局  長  次の総会と事前審査の日程についてお知らせします。 

      次回、第 15 回の総会は、令和 7 年 10 月 1 日 水曜日、午後１時３０分から、 

◎嬉野市中央公民館 視聴覚室 で開催します。 

事前審査は、9 月 29 日 月曜日 午前８時半から実施です。 

担当は 5 班（1Ｇｒ）です。 
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